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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１１月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成３０年５月１６日 １４時２０分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市与那覇前浜
よ な は ま え は ま

ビーチ南方沖 

来間
く り ま

三等三角点から真方位０６０°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯２４°４３.９′ 東経１２５°１５.８′） 

事故の概要  水上オートバイプレジデントは、前進惰力で漂泊中の浮体に接近

中、浮体に接触し、浮体の搭乗者３人が負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年５月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ プレジデント、０.２トン 

２５０－５７０３１沖縄、株式会社Ｋ＆Ｃ（Ａ社） 

３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ  

ガソリン機関、１８３.９０kＷ、平成２６年７月 

Ｂ 水上オートバイ ところてん２、０.２トン 

２５０－５６９１２沖縄、Ａ社 

３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ  

ガソリン機関、１８３.９０kＷ、平成２６年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 

特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２２年１１月２６日 

    免許証交付日 平成２７年１１月２４日 

            （平成３２年１１月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２９歳 

特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成３０年３月９日 

    免許証交付日 平成３０年３月９日 

            （平成３５年３月８日まで有効） 

 死傷者等 重傷 ２人（搭乗者）、軽傷 １人（搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力３、視界 良好 

海象：海上 平穏 
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 事故の経過 船長Ａは、与那覇前浜ビーチ（以下「本件ビーチ」という。）で知

人と共にＡ船をレンタルし、知人が先にＡ船を操縦していたので、Ａ

船及び‘Ｂ船がえい
．．

航する別の知人５人（以下「搭乗者Ｂ１」、「搭乗

者Ｂ２」、「搭乗者Ｂ３」、「その他の搭乗者２人」という。）が乗ったバ

ナナボートと称する浮体’（長さ約３.９ｍ、最大定員５名、以下「本

件浮体」という。）の遊走する様子を本件ビーチで見ていた。 

船長Ａは、知人と交替してＡ船に１人で乗り組み、本件ビーチの約

３００ｍ南方沖で遊走した後、西方を向いて漂泊していた本件浮体上

の知人に話し掛けようと思い、平成３０年５月１６日１４時１９分ご

ろ本件ビーチを発進した。 

 Ａ船は、本件浮体に向けて約４０㎞/h の速力（対地速力、以下同

じ。）で直進した後、約１５㎞/h に減速し、本件浮体の約１５～２０

ｍ手前で船長Ａがスロットルレバーを放した。 

Ａ船は、惰力で本件浮体に向かって前進し、本件浮体に約５ｍまで

近づいたところ、船長Ａが、思っていたより惰力が残っており、本件

浮体に衝突する危険を感じ、衝突を避けようとハンドルを左に切りな

がら、スロットルレバーを握って急旋回したものの、１４時２０分ご

ろ右舷船尾部と本件浮体の右側前部とが接触した。 

Ｂ船は、Ａ社に所属する船長Ｂが１人で乗り組み、客である船長Ａ

の知人５人を乗せた本件浮体を約２０ｍのロープでえい
．．

航し、１４時

１０分ごろ本件ビーチを発進して５分ほど遊走した後、エンジンを停

止して漂泊した。 

船長Ｂは、船尾方を向いて、Ｂ船が停止した惰力で約１０ｍの距離

に近づいた本件浮体の搭乗者と会話をしていたところ、Ａ船がゆっく

りと本件浮体に向かってきた後、本件浮体に近づき、急に速力を上げ

て左に急旋回し、本件浮体に接触したことを認めた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、本件浮体の搭乗者全員が落水し、本件浮体の

前側に乗っていた搭乗者Ｂ１、搭乗者Ｂ２及び搭乗者Ｂ３が足から出血

するなど、負傷していることを確認して搭乗者Ｂ２をＡ船に乗せ、搭

乗者Ｂ１、搭乗者Ｂ３及びその他の搭乗者２人を本件浮体に乗せて本件

ビーチに戻った。 

 船長Ｂは、本件ビーチにいたＡ社のスタッフに通報するように伝

え、１４時２４分ごろＡ社のスタッフが１１８番及び１１９番通報し

た。 

 搭乗者Ｂ１、搭乗者Ｂ２及び搭乗者Ｂ３は、病院に搬送され、搭乗者

Ｂ１が右腓
ひ

骨近端骨折、右大腿
たい

部及び右肘打撲、搭乗者Ｂ２が右脛
けい

骨開

放骨折、搭乗者Ｂ３が右前脛骨部挫創、右大腿部及び左側胸部打撲と

それぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本件浮体 参照） 

 その他の事項 Ａ社は、水上オートバイのレンタル及び浮体に客を乗せて水上オー
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トバイでのえい
．．

航などを行うレジャー業を営んでいた。 

本件浮体の搭乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

船長Ａは、水上オートバイの操縦経験が約１５年間あり、以前は毎

週操縦していたが、最近は年に１、２回の操縦だった。 

本船は、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、本件ビーチ南方沖において、本件浮体に向けて航行中、船

長Ａが、スロットルレバーを放して惰力で本件浮体に向かって前進

し、本件浮体に接近したことから、本件浮体に衝突する危険を感じ、

衝突を避けようとハンドルを左に切りながら、スロットルレバーを握

って急旋回したものの、右舷船尾部と本件浮体の右側前部とが接触

し、本件浮体の搭乗者３人が負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、本件ビーチ南方沖において、本件浮体に向けて

航行中、船長Ａが、スロットルレバーを放して惰力で本件浮体に向か

って前進し、本件浮体に接近したため、本件浮体に衝突する危険を感

じ、衝突を避けようとハンドルを左に切りながら、スロットルレバー

を握って急旋回したものの、右舷船尾部と本件浮体の右側前部とが接

触したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、次の改善措置を講じた。 

 ・水上オートバイのレンタル時、操縦者に本事故があったことを伝

え、浮体等に近づかないことを求めるなど注意事項の説明を強化

した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、被引浮体、遊泳者等の付近で航行した

り、近づいたりしないこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

沖縄県
宮古島市

本件ビーチ

×
事故発生場所
（平成３０年５月１６日
１４時２０分ごろ発生）

来間島

来間三等三角点

宮古島

 

 

写真１ 本件浮体 

 


